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①第三者評価機関名

②施設・事業所情報

名称：

代表者氏名： 60  (57 ) 名

所在地：

TEL：

　職員数 常勤職員： 10 名 8 名

　専門職員 保育士 13 名 2 名

看護師 0 名 2 名

用務員 0 名

　施設・設備
　の概要

居室数： 設備等：

③理念・基本方針

栄養士

調理員

非常勤職員：

乳児室、2歳児保育室、
幼児オープンスペース
3室、
ランチルーム、ホール、
こども図書館、事務室、
調理室、休憩室、園庭

《保育理念》
子どもの最善の利益を考慮し、一人一人の子どもの長所や個性を引き出し、助長していけるよう、保
育者の専門性を発揮し、質の高い保育を行っていきます。また、子どもの育ちを保護者と共有し、安
心して子育てを行えるよう支えていきます。
《保育目標》
「丈夫な身体と豊かな心」
《保育方針》
子ども達が主体的に生活する中で、遊びを中心とした保育活動、興味や感動、疑問や挑戦意欲を刺激
するような柔軟な環境づくりを重視していきます。オープンスペースの場で年齢にとらわれず、変化
のある豊かな体験を重ね、子どもの自由な発想、好奇心を育んでいきます。

種別：

　経営法人・設置主体（法人名等）：

　開設年月日

ホームページ：

232-0066

http://www.seisyou-
kai.jp/mutsukawadai/

園長 吉本　治美

神奈川県横浜市南区六ツ川3-78-10

社会福祉法人　晴翔会

1981年4月1日

045-714-1454

定員（利用人数）：

第三者評価結果報告書

株式会社　学研データサービス

床暖房、冷暖房、
駐車スペース

【施設・事業所の概要】

六ッ川台保育園 認可保育園
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④施設・事業所の特徴的な取組

⑤第三者評価の受審状況

1 回 （ 2017 年度）

⑥総評

◇特長や今後期待される点

◆保護者と職員が子どもの育ちをともに見守る関係性を大切にしています
　園では、登降園時の会話や連絡帳を通じて子どもの様子を保護者と共有しているほか、全クラスで、日々の
活動の様子を写真とコメントで紹介するドキュメンテーションを掲示して子どもの様子を伝えています。ま
た、入園から卒園までの成長の記録として、一人ひとりに「乳幼児期の育ちを保護者と共有するための経過記
録」(育ちのあゆみ)を作成し、四半期ごとに子どもの様子や職員の思いを記載して、保護者にも子育てや子ども
の成長に対する思いなどを記載してもらっています。子どもの育ちを園と家庭で共有し、互いに理解し合える
ようにして、保護者と職員が子どもの育ちをともに見守り、喜びや感動を分かち合える関係性を大切にしてい
ます。

　園は、京急線「弘明寺駅」から徒歩で5分の「弘明寺口」より、バスで6分ほどの住宅街にありま
す。
園舎は、平屋建てのワンフロアで、保育室の扉が無いオープンスペースの造りとなっています。開放
的な雰囲気の中で、子どもたちは、日常的に異年齢でのかかわりを持ち、年上の子どもが年下の子ど
もに思いやりの気持ちを持って接し、年下の子どもは年上の子どもに憧れの気持ちを抱きながら、互
いに成長し合っています。
　全クラスで複数担任制を導入し、子ども一人ひとりの個性を大切にした保育を実践し、職員全体で
すべての子どもを見守る体制を作っています。
広々とした園庭には、桜の木や梅の木、花壇の花々などがあり、子どもたちは、四季折々の自然を感
じながら、追いかけっこや運動遊び、桜の木の下でのままごと遊びなど、思い切り身体を動かして遊
んだり、好きな遊びに夢中になって楽しんだりしています。
　「こども図書館」は、ゆったりとした家庭的な雰囲気の絵本の部屋で、3500冊を超える絵本を常
備して、貸し出しも行っています。
　外部の専門講師による、体育活動（3～5歳児）、英語活動（4、5歳児）を行っており、マット運
動や跳び箱などで健康増進を図り、歌やゲームなどで楽しみながら英語に親しむなどしています。

　園では、オープンスペースの特長を生かして、異年齢で過ごす時間を多く持ち、子どもが思いやりやあこが
れの気持ちをはぐくみながら互いに育ち合えるよう援助しています。四季折々の自然を十分に感じることがで
きる広々とした園庭では、思い切り身体を動かして好きな遊びを楽しめるようにしています。室内の活動も、
園庭での活動も、職員が全体を把握しながら連携を取りやすい環境があり、子どもたちが安心して園生活が送
られるよう、全職員ですべての子どもを見守る体制を構築しています。職員は、子どもたちが伸び伸びとさま
ざまな経験を積み重ねながら、ありのままの自分を表現し、自由な発想で遊びを展開できるよう保育を実践し
ています。

◆子どもがありのままの自分を表現できるよう、保育を実践しています

（契約日）～

2022年12月19日 （評価結果確定日）

　評価実施期間 2022年6月16日

　受審回数（前回の受審時期）
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⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

⑧第三者評価結果

　　別紙２のとおり

　今回第三者評価を受審し、様々な角度から園の運営、保育の在り方等について改めて振り返る機会
となりました。受審にあたっては職員一人一人が自己評価を行ったうえで、職員全体で話しあいや園
内研修を重ねました。当園の保育理念や方針、保育目標を軸にした具体的な保育の方法や、子どもへ
の関わりについて確認することで、全ての子どもと保護者に、より質の高い保育を提供したいという
職員の意識が更に強くなったように感じます。全職員が子ども達に、保育士としての確かな専門性
と、優しく温かな心もちで向き合い、また保護者の皆様と共に手を携えて子ども達の育ちを支えてい
けるよう、今後も力を尽くしていきたいと思います。
　保護者の皆様にご協力いただいたアンケートの結果や、自己評価の中での気づき等、課題となる点
については、引き続き高い意識をもって、より良い方向を見つけられるよう取り組んでいきたいと思
います。
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第三者評価結果　
事業所名：六ッ川台保育園

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

a

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

a

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

a

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１） 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

a

＜コメント＞

　園の保育理念を「子どもの最善の利益を考慮し、一人一人の子どもの長所や個性を引き出し、助長していけるよう、保育者の専門性
を発揮し、質の高い保育を行っていきます。また、子どもの育ちを保護者と共有し、安心して子育てを行えるよう支えていきます」と
掲げ、ホームページや重要事項説明書、パンフレットに明示し、周知に努めています。年度初めの職員会議では、園の保育理念、保育
方針、保育目標を職員間で確認し、指導計画の作成につなげています。職員は、理念、方針、保育目標について意識を持ちながら日々
の保育を実践するよう心がけています。保護者には、入園時の説明会や年度初めの保護者懇談会にて理念、方針、保育目標について説
明しています。

　園長は南区の園長会に出席し、地域の子育て支援についての情報やニーズの把握に努めています。また、横浜市からも随時メールが
届き、社会福祉事業全体の動向や計画の内容を把握しています。さらに、横浜市の私立園長会にも加盟し、保育業界の動向についての
把握と分析に努めています。地域の保育ニーズを十分把握して、一時保育の受け入れを実施したり、延長保育の利用に対しても臨機応
変に対応したりしています。保育のコストについては、月に1度の法人内の園長会にて分析し、結果を検討しています。

　中・長期の事業計画と収支計画は、法人との協議をもとに、園長と主任が中心となって策定しています。中・長期計画には、法人の
運営目的を明示して、理念や方針の実現に向けたビジョンを明確にしています。重点項目として、地域福祉の拠点としての役割、積極
的な情報開示と透明性の確保、職員の資質向上及び人材の継続的な確保を挙げています。改善に向けた取り組み内容を保育運営とハー
ド面、ソフト面の項目ごとに具体的に明示し、実施状況の評価を行える内容となっています。中・長期計画は毎年度末の事業計画の作
成時に見直しを行っています。

　園長は法人の系列園の園長が参加する園長会に参加し、施設長会に参加し、各園の経営環境について、現状の把握と分析を行い、課
題や問題点を法人全体で共有して、改善策を協議しています。法人内の施設長会での協議内容については、職員会議にて職員にも共有
しています。現在の課題である「人員不足」や「職員の確保」については、保育士養成学校への案内文の発送、ハローワークを活用し
た採用募集、園紹介サイトへの登録などの取り組みを実施しています。
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【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

a

＜コメント＞

【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

a

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

a

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

a

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

a

＜コメント＞

（１）　管理者の責任が明確にされている。

　園長は事業計画の中で、法人の理念、保育目標、保育方針について記載し、職員の体制や入所の受け入れ人数、保育内容、運営につ
いても明記しています。園長の役割については、職務分担表に明記してあり、行事ごとの会議の際に、その責任についても職員に周知
しています。日常の役割についても職務分担表に記載があり、園の運営に対して職員一人ひとりが主体的に参加するよう伝えていま
す。園長不在時の災害や事故発生の際は、各マニュアルに主任への権限委任が明示されています。

　園の自己評価結果を園長と主任で分析し、園の課題を抽出しています。抽出された課題は、職員会議で共有し、課題の改善に向け
て、意見交換を行うなどしています。園の自己評価表には、評価結果に基づいて、総評と考察のほか、今後の課題として、さらなる保
育の質の向上、人員確保、外部研修への参加、園内研修の充実、感染症の予防対策などを明記しています。課題の改善策については、
単年度の事業計画などに記載して、計画的に取り組みを行っています。また、必要に応じて改善策の見直しを実施しています。

　園では、保育の質の向上に向けて、保育業務マニュアルをもとにPDCAサイクルを実践してます。保育の指導計画は、すべて評価の記
入欄があり、職員が園長、主任、リーダーとの話し合いをもとに記入しています。第三者評価は定期的に受審しており、評価結果は公
表もしています。年度末に職員は、チェックシートによる自己評価と自身の課題を記入しています。チェックシートは園の運営につい
ても評価するものとなっており、園長が結果を集計して、園としての自己評価としてまとめています。作成した園の自己評価結果は、
園内に掲示し、保護者にも周知しています。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画は、玄関にファイリングして常備し、保護者がいつでも閲覧できるようにしています。毎年、年度の初めの保護者懇談会で
年間の行事予定や理念、保育方針など、主な事業計画の内容を「懇談会資料」に記載して、保護者に配付し、資料に沿って説明してい
ます。資料は、保育の専門用語は使用せず、イラストも交えてわかりやすく作成されています。保護者懇談会に出席できなかった保護
者には、送迎時などに職員が個別で説明しています。また、外国籍の保護者には、ルビ付きの資料を用意するなど配慮しています。

　園長は、事業計画の策定にあたり、日々の職員との会話や職員会議での発言、職員面談での内容を参考にし、主任と相談して策定し
ています。策定された事業計画は、職員会議にて職員に報告し、共有しています。事業計画は、子どもたちの状況や新型コロナウイル
ス感染症の拡大状況に応じて、計画を見直しています。事業計画を見直す際は、職員会議の場だけでなく、日々の会話などから職員の
意見を園長と主任が積極的にくみ取るようにしています。

　単年度の事業計画は、中・長期計画の内容や方向性を反映させて策定しています。前年度の実施状況と実績をふまえた計画となって
おり、園長と主任が中心となり、職員と共有しつつ、相談しながら作成しています。単年度の事業計画には、特別保育事業として、延
長保育、一時保育、地域に向けての取り組み、保護者支援のほか、健康、衛生管理、食育計画、危機管理などの具体的な内容が組み込
まれており、実施状況の評価を行える内容となっています。
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【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

a

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

a

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コメント＞

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

　園長は、児童福祉法や労働基準法などの根拠法、政省令、条例などを理解し、保育園の園長という立場に責任を持ち、保育園運営に
務めています。また、園長は環境問題についても意識を高め、SDGsの考え方を保育につなげるよう絵本や紙芝居などの教材を取り入れ
ています。保育に使う教材も廃材を工夫して使用し、節水や節電への取り組みも園長が率先して行い、省エネにも意識を高めていま
す。職員は、子どもの人権について保育業務マニュアルに基づいて入職時に確認し、入職後も「保育士倫理要綱」をカードにして保育
室に常備し確認できるようにしています。

　法人本部の人事担当のアドバイスのもと、園長が労務管理の責任者となって業務を遂行しています。園長と主任は、職員一人ひとり
の有給休暇の取得状況や時間外労働時間を把握し、必要に応じて指導や助言をしています。また、園長と主任は、職員一人ひとりの心
身の健康について観察し、必要に応じて、個別の面談を行うなどしています。事務室に、本部のハラスメント担当の連絡先を掲示し
て、職員の相談窓口として周知しています。産休や育児休暇、介護休暇の規程を整備し、職員個々の状況に応じた働き方ができるよ
う、体制を整えています。

　職員の育成・研修計画では、園の人員体制に関する基本的な考え方や人材確保と育成に関する方針を明示しています。園の人員体制
については、職員の離職率は低く、職員の平均勤続年数は10年以上となっています。人材確保と育成については、職員の育成・研修計
画をもとに進めており、職員の質の向上に努めています。採用活動は、保育士養成校に求人票を送付したり、ハローワークを活用した
り、園のホームページ上に求人情報を掲載するなどしています。

　月に1度、法人の園長会があり、その場で経営の改善や業務向上に向けた分析をしています。その場で、運営上の課題などを共有
し、解決に向けて協議を進めています。職員が働きやすい職場作りのため、有給休暇の積極的な取得の促しや、時間外労働の削減、希
望シフト、希望休暇などを意識しています。人員配置では、職員の希望や経験年数、子どもの状況に合わせて設定しています。園長
は、常に主任やリーダーと情報共有することを意識し、現場の状況を確認しながら経営の改善に努めています。

　園長は、園の保育の質の現状について、定期的に保育に参加することで把握し、職員と振り返ることで評価と分析を行っています。
また、課題に対しても具体的なアドバイスや指導を行い、課題の改善に努めています。保育の現状については、指導計画や職員との面
談からも把握して分析しており、改善に向けての指導を行っています。保育の質の向上に向けて、外部研修への参加を積極的に職員へ
促しています。職員からも参加したい研修を聞き取り、勤務シフトの調整などを行っています。

　職員の育成・研修計画に、経験年数別に目標とされる職員像を明記して、キャリアパスの仕組みを周知しています。就業規則で、採
用や異動などの人事基準を明確に定めており、入職時に職員に説明しています。職員の評価は、園長、主任が日々の業務態度や園運営
への貢献度から職員の評価を行っています。また、園長が職員との日々の会話や年2回の個別面談を通して、職員個々の課題や評価を
共有しています。職員の処遇改善については、職員の意向も確認し、法人と連携を図りながら協議しています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。
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【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

a

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

a

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

a

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

a

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

a

＜コメント＞

　経理規程に園の事務、経理、取引に関するルールと職務分掌、権限と責任を明確に記して、職員に周知しています。法人の監事によ
る内部監査を定期的に実施しています。法人が会計監査を委託し、経理関係について助言を得ながら運営しています。また、労務関係
については外部の社会保険労務士から指導と助言を得ています。外部の社会労務士からは、時間外労働についてのアドバイスを得てお
り、アドバイスをもとに改善に努めています。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　法人のホームページには、園の理念や一日の流れが公開されており、第三者評価の受審結果も公表しています。園の苦情解決方法も
ホームページに公開しています。園の保育理念、保育目標、保育方針については、「ごあんない」を作成し、園の見学者に配付してい
ます。地域に向けて、六ッ川地域ケアプラザと連携し、広報誌に具体的な保育内容や活動を掲載し、地域の方に園の情報を発信してい
ます。

　「保育実習・ボランティア受け入れマニュアル」に、実習生の育成に関する基本姿勢を明示しています。園では、保育士、栄養士の
職種ごとにさまざまな実習体験ができるよう実習プログラムを整備しており、絵本や紙芝居の読み聞かせ、製作活動、集団ゲームなど
の指導案を実習生が作成し、部分実習を行っています。栄養士の実習では、調理業務だけでなく、保育園の栄養士として子どもとかか
わる経験も大切にし、積極的に子どもとのかかわりの機会を作るようにしています。実習先の学校とも連携し、実習中の実習担当教諭
との面談の機会を作ったり、園の指導内容を共有したりしています。

　園長が各クラスの保育に参加することや年2回の職員との個別面談、日々の会話の中から、職員一人ひとりの保育知識やスキルなど
を把握しています。経験年数の浅い職員には、保育業務マニュアルを基に、OJT（職場内研修）を進めて、園全体の保育の質の向上と
標準化に努めています。職員には自治体主催や企業主催の研修案内を回覧して参加を促したり、職員自ら希望する研修にもシフトや職
員配置を配慮したりして研修参加の機会を確保しています。

　法人が示す「目指すべき姿」に基づき、研修計画が作成されています。研修計画には、年間の目標も明示しており、今年度は「子ど
もの保育及び保護者に対する支援、その他の業務において適切に行われるよう、自己評価に基づく課題等を踏まえ、園内外に研修等を
通じて、必要な知識及び技術の習得、維持及び向上に努める」となっています。研修には、園内研修とキャリアアップ研修が組み込ま
れており、参加する職員がそれぞれ明確になっています。園内研修は主任が講師となって進められ、園長はオブザーバーとなっていま
す。新型コロナウィルス感染拡大や職員の配置状況に応じて、研修計画の見直しは柔軟に行っています。

　職員は「自己評価シート」を用いて、保育者として目ざす姿や年間の目標、前期目標、後期目標を設定しています。また、保育、子
どもへのかかわりについてや業務全般に関する自己評価と次期に向けた改善点も記載しています。園長との個別面談で、職員個々の目
標項目などが明確で適切に設定されているかを確認し、必要に応じてアドバイスを行うなどしています。年度の中間時期と年度末に、
目標に対する進捗状況や達成度の確認を行っています。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
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４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

a

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

a

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

a

＜コメント＞

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

　園のパンフレットである「ごあんない」に、「保育園は地域に開かれた場となるよう、地域の様々な人や場、関係機関と連携しなが
ら運営します」と地域とのかかわりを明記してます。活用できる地域の社会資源の情報を保護者に提供するため、地域の子育てイベン
トや施設、学童保育の案内やチラシなどを玄関に置いたり、配付、掲示をしたりしています。5歳児クラスの子どもたちが近隣の郵便
局にはがきを買いに出かけて郵便局の人と触れ合ったり、園庭開放やこども図書館に訪れる地域の親子と会話を交わしたりしていま
す。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　園長は、南区の園長会や横浜市の私立園長会に参加して地域の情報を収集しているほか、地域の福祉ニーズや課題などの把握に努め
ています。虐待が疑われるケースの場合、地域の民生委員や児童委員などと連携を図り、南区の権利擁護担当者や横浜市中央児童相談
所なども含めた話し合いの場を設けています。また、要保護児童対策地域協議会に参加し、情報の共有もしています。園では、育児講
座や園庭開放、図書館開放、育児相談など、地域の子育て支援に力を入れています。

　園は、地域の関係機関や医療機関などのリストをファイリングして、事務室に保管し、職員が必要な時に確認できるようにしていま
す。各関係機関との連携及び連絡は、主に園長が行っていて、虐待が疑われるケースや見守り家庭については、南区の権利擁護担当や
横浜市中央児童相談所と連携を密にし、子どもや家庭の状況について情報交換をしています。小学校との連携では、必要な情報を提供
しながら、子どもや家庭の支援が継続できるよう配慮しています。

　園では「保育実習・ボランティア受け入れマニュアル」に受け入れに関する基本姿勢を明記しています。事前のオリエンテーション
の際には、園の保育内容や子どもとのかかわり方などについて説明しています。ボランティアや保育体験の際は、できるだけ子どもた
ちとかかわれるよう職員が援助することもあります。六ッ川中学校の職業体験や職業講話は毎年実施し、職業講話では、職員が中学校
で保育士の魅力や仕事の内容を伝えているほか、手作りおもちゃの製作を体験してもらうなどしています。職業体験では、中学生が保
育士の体験を2日間実施しています。

　法人の保育理念として、「子どもの最善の利益を考慮し、一人一人の子どもの長所や個性を引き出し、助長していけるよう、保育者
の専門性を発揮し、質の高い保育を行っていきます。また、子どもの育ちを保護者と共有し、安心して子育てを行えるよう支えていき
ます」を掲げ、子どもを尊重した保育の実践について明示しています。職員は「保育業務マニュアル」をもとに、子どもの権利や基本
的な人権の尊重について理解を深め、園内研修でも確認しています。また、園では、全国保育士会倫理網領、子どもの権利条約、児童
福祉法などをまとめたファイルをいつでも職員が閲覧できるようにしています。

　園では、全体的な計画や事業計画にて地域支援の充実を目的として、一時保育の受け入れ、園庭開放、育児相談、育児講座など、地
域に向けた取り組みに力を入れています。また、南区の育児支援イベントに毎年参加し、スタンプラリーなどに協力して、子育て家庭
の支援につなげています。育児講座では、栄養士が食育や離乳食などの専門的な知識のもと子育て支援に協力しています。地域住民へ
の災害時の支援として、「災害対策マニュアル」をもとに備蓄品の提供などを行えるよう、体制を整えています。
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【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

a

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

a

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

＜コメント＞

　保育所の変更にあたり、転園先に子どもの情報を提供する手順を定めています。個別の経過記録などに基づいて、保護者の同意を得
たうえで文書で引き継ぎを行うこととしており、保育の継続性に配慮して適切な対応を行えるようにしています。また、必要に応じ
て、南区こども家庭支援課などの関係機関と連携を図ることとしています。保護者には、転園後も主任を窓口として相談対応を行うこ
とを「相談窓口カード」に記載して、転園時に渡しています。重要事項説明書にも園の利用終了後の相談対応について掲載し、入園時
に保護者に説明しています。

　保育の開始にあたっては、入園時の個別面談で、重要事項説明書に沿って、園での生活や活動内容のほか、延長保育の利用方法、利
用料金などについて説明しています。慣れ保育については、保護者の就労状況や子どもの様子に応じて相談しながら進めていくことを
伝えています。進級時に重要事項に関して変更がある場合は、変更箇所を文書で渡し、年度初めの保護者懇談会で説明しています。入
園時、進級時とも、重要事項の説明に関する保護者の同意書を受領しています。日本語のやり取りが難しい保護者に対しては、ふりが
な付きの資料を準備するなどして対応しています。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

  園のパンフレットには、保育理念、保育方針、保育目標のほか、保育内容や職員体制、一日の流れ、年間行事予定などを掲載し、手
書きのイラストを用いて、わかりやすい記述で説明しています。園のホームページ上でも、園の概要や保育の特徴などを掲載して、利
用希望者が必要な情報を提供しています。見学は、積極的に受け入れており、一組ずつ、希望者の都合を優先して日時を設定していま
す。見学案内は、主に主任が対応し、パンフレットを配付して、ていねいに説明を行っています。ホームページの掲載内容は法人本部
で定期的に確認し、パンフレットの内容は、園で随時見直しを行い、常に最新の情報を提供できるようにしています。

　園では、子どものプライバシー保護について、「プライバシー保護マニュアル」「保育業務マニュアル」に明記し、入職時や定期的
なマニュアルの確認の中で職員に周知しています。おむつ交換では、遊びのスペースから離れたスペースを確保し、周囲から見えない
場で交換したり、着替えは、園庭やテラス等の外部の目があるところでは着替えないようにしたり、子どものプライバシー保護に配慮
しています。保護者には、入園時に重要事項説明書をもとに年齢に応じたプライバシー保護について説明をしています。

（３）　利用者満足の向上に努めている。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決責任者は園長、苦情受付担当者は主任が担当し、第三者委員を2名設置して、苦情解決の体制を整備しています。苦情解決
の仕組みについては、重要事項説明書に「ご相談・ご要望対応のしくみ」として記載され、入園時に保護者へ説明を行うほか、苦情解
決の体制・仕組みが明示された文書を玄関に掲示しています。苦情を申し出た保護者には、検討内容や対応策をフィードバックしてい
ます。苦情内容と解決策は、申し出た保護者に配慮して園便りなどで公表することとしています。苦情の受付から解決までの経緯は記
録しており、質の高い運営と保育の実践に向け職員と共有しています。

　職員は、日々の保育の中で子ども一人ひとりの表情や態度、言葉などから子どもが満たされた気持ちで過ごせているかを確認してい
ます。3～5歳児クラスでは、午後の集まりの時間にその日の楽しかったことなどを発表する場を設け、子どもたちの気持ちを知る場に
しています。保護者の満足度や要望に対しては、行事終了時にアンケートを実施するほか、個人面談や日々の会話、連絡帳でのやり取
りなどを通して確認しています。把握した保護者の満足度については、職員会議で検討し、改善に向けて努めています。
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【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

a

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

a

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

a

＜コメント＞

２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

a

＜コメント＞

　保育についての標準的な実施方法については、「保育業務マニュアル」に明記しており、全職員に配付しています。「保育業務マ
ニュアル」は、事務室にも常備しており、いつでも閲覧できるようになっています。「保育業務マニュアル」には、子どもの尊重、プ
ライバシー保護、子どもの人権に関する保育内容を明記し、職員も意識しています。職員は入職時に「保育業務マニュアル」をもとに
保育内容の具体的な指導を受けており、入職後も主任やリーダーを中心にOJT（職場内研修）を進めています。園の基本的な保育内容
は「保育業務マニュアル」で統一されていますが、個々の子どもの成長に合わせたかかわりは柔軟に対応しています。

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

　災害時の体制については、防火管理委員会と自衛消防組織の体制を定め、職員の役割及び責任を明確にしています。また、園の敷地
内の一部が土砂災害区域となっているため、年間の避難訓練は2回土砂災害を想定したものになっています。保護者と職員の安否確認
は、災害用伝言板サービスを活用し、速やかな連絡体制を整えています。災害時の備蓄品はリストを作成し、防災安全リーダーの職員
を管理担当として、賞味期限や数量の管理を行っています。毎月の避難訓練は年2回、近隣の消防署と連携を図り、助言や指導を受け
ています。

　感染症対策の責任者は園長、感染症対策リーダーを主任とする体制を整え、日々の感染症対策に努めています。「感染症対策マニュ
アル」は、職員会議で読み合わせ職員に周知され、事務室に常備し、いつでも閲覧できるようにしています。園長と主任が中心となっ
て、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」をもとに対応を確認しており、新型コロナウィルス感染症については常
に自治体から最新の情報を収集し、職員全体で共有して感染対策を実施しています。感染症が発生した場合、該当保護者に配慮しなが
ら掲示等で周知しています。

　リスクマネジメントに関する責任者を園長として体制を整えています。園で整備している「危機管理マニュアル」「事故防止及び事
故発生時の対応マニュアル」には、災害、事故、不審者等の場面における対応の流れや責任者が明記され、職員には園内研修等で周知
しています。事故や事件の事例については、横浜市からのメールやニュース等の報道、南区の園長会などで収集しており、職員会議で
も共有・対応・検討しています。また、職員会議ではヒヤリハットの報告を行い、周知、共有、検討のうえ、リスクマネジメントに努
めています。園内研修では、「事故防止及び事故発生時の対応マニュアル」をもとに理解を深めています。

　園長、主任はじめ職員は、送迎時などでの保護者とのコミュニケーションを大切にすることを心がけ、保護者が気軽に相談できる雰
囲気作りに努めています。また、連絡帳に書かれた内容から保護者の思いをくみ取り、困っていることがないか声をかけ、場合によっ
ては面談の機会を作っています。玄関にメッセージボックス（意見箱）を設置したり、行事ごとにアンケートを実施したり保護者の意
見、要望を積極的に把握することに努めています。アンケートの結果は、園だよりなどで保護者に公表しています。相談や意見を受け
た際の手順については、「苦情解決（意見要望）制度基本要綱」にもとづいて対応しています。受け付けた意見や要望は職員会議にて
共有し検討を繰り返し、質の高い運営と保育につなげています。

　重要事項説明書には「ご相談・ご要望対応のしくみ」として記載があり、「面談、電話、文書等により、ご相談、ご要望をお伺いし
ます。日々の園生活の中で、気になることがありましたらお気軽にお声掛けください」と明記し、入園時の際、保護者に説明していま
す。また、園長や主任、第三者委員など相談相手を選べることを伝えています。相談・意見を受け付けた際は、「こども図書館」を面
談スペースとして利用し、保護者が落ち着いて相談できるよう配慮しています。
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【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

a

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

a

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

a

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

a

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

  個人情報保護管理規程で記録の保管、廃棄、情報の提供についてを定め、個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策について明
記しています。また、個人情報保護管理者を園長、取扱責任者を主任と定めて体制を整備しています。運営規程には、保育の記録類の
保存期間を定めて適切に管理を行っています。入職時の研修では、保育業務マニュアルに沿って、個人情報保護の取り扱いについて教
育を行い、園内研修では、規程やマニュアルの読み合わせを行っているほか、具体的な事例を採り上げて注意喚起を行うなどしていま
す。保護者に対しては、重要事項説明書に沿って、入園時に説明を行っています。

  子どもの発達状況や生活状況は、「月ごとの児童票」や「乳幼児の育ちを保護者と共有するための経過記録」など、園で定めている
書式を用いて記録を行っており、個別の指導計画に基づく保育が実施されていることが確認できるようになっています。記録の書き方
については、職員間で差異が生じないよう、園長や主任、リーダー職員が必要に応じて、個別に指導を行っています。子どもの発達状
況や生活状況の記録類は、所定の場所に保管され、必要な職員が必要な時に確認できるようにしています。日々の保育の中で、情報の
共有が必要な時は速やかに職員全体に周知する仕組みが整備されています。また、月に一度の職員会議で月間の情報を整理して、確認
し合っています。

  各クラスの年間指導計画は、4半期ごとに振り返りを行い、評価欄に振り返りの内容を記載しています。年度末には、年間の総括を
行って次年度の指導計画の作成につなげています。月間指導計画と週案は、それぞれ計画の終了時期に評価を実施し、次期の計画作成
につなげています。評価内容は、クラス内の話し合いのもと、担任保育士が記載しており、職員会議で報告し合って職員全体で共有し
ています。週案の内容を緊急に変更する場合は、事務室の連絡ボードに記載して周知しています。指導計画の評価にあたっては、標準
的な保育の実施方法に反映すべき事項や保育の質の向上にかかわる課題点などを明確にしています。

  全体的な計画に基づいて各クラスの指導計画を作成しています。0～2歳児クラスでは、クラスの指導計画と関連付けて個別の指導計
画を作成しています。入園時は児童票などを基に、入園後は指導計画の評価欄や保育日誌、経過記録などを基にクラス内で話し合いを
行って作成しており、栄養士の意見や保護者の意向なども反映させています。障がいのある子どもの個別支援計画は、横浜市中部地域
療育センターなどのアドバイスを取り入れて作成し、適切な保育の実践につなげるよう努めています。指導計画は、クラス担任が作成
後、主任が最終チェックを行って完成させ、園長に報告を行っています。

　「保育業務マニュアル」の見直しは、年に1度、年度後半に行い、必要に応じて年度の前半にも見直しを行っています。年度の途中
であっても、状況に応じて見直し、見直された内容は、保育計画にも反映しています。「保育業務マニュアル」の見直しは、保護者か
らの意見やアンケートを反映し、地域や社会情勢によって随時検討を行っています。職員会議での意見交換やふだんの会話、日々の保
育実践を振り返る中での職員の気づきなども参考にして見直しを行っています。



1 / 4

第三者評価結果　
事業所名：六ッ川台保育園

Ａ-１　保育内容

Ａ-１-（１）　全体的な計画の作成 第三者評価結果

【Ａ１】
Ａ－1－(１)－①
　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体
的な計画を作成している。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 第三者評価結果

【Ａ２】
Ａ－1－(２)－①
　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。

a

＜コメント＞

【Ａ３】
Ａ－１－(２)－②
　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ４】
Ａ－１－(２)－③
　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整備、援助を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ５】
Ａ－１－(２)－④
　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

a

＜コメント＞

　園舎は、ワンフロアで各保育室の扉が無いオープンスペースとなっていて、園庭に面した大きな窓や天窓から、適度な採光が入り込
み、開放的な明るい空間となっています。職員は、温湿度計をこまめにチェックして、適切な空調管理を行っているほか、業務マニュ
アルに沿って、清掃と消毒を行い、衛生管理に努めています。また、常時、空気清浄機を稼働しており、保育終了後には、オゾン空気
清浄機による園内全体の除菌を行って、常に清潔な状態を保持しています。各保育室では、子どもが落ち着いて遊べるよう、マットな
どを用いてコーナーづくりを行っているほか、気持ちの切り替えやクールダウンに、「こども図書館」（絵本の部屋）やランチルー
ム、事務室などを利用するなどしています。食事や午睡の前には、清掃、消毒を行うなど、子どもたちが気持ちよく生活できる空間づ
くりに配慮しています。トイレには、絵やイラストを用いて壁面を装飾し、明るい雰囲気づくりを行っています。

　全体的な計画は、児童福祉法などの趣旨をとらえ、保育所の社会的責任として、子どもの人権尊重、個人情報の保護、守秘義務の厳
守、保護者及び地域への説明責任、苦情解決対応について明記しています。また、保育所保育指針が示している養護にかかわるねらい
と内容、教育における0歳児の3つの視点と1歳以上児の5領域について、年齢ごとのねらいと内容、職員の配慮事項を記載しています。
全体的な計画は、園の保育理念や保育方針、保育目標の実現に向けて、子どもの発達過程を考慮して年齢ごとの保育のねらいを設定
し、地域の実態に対応した保育事業を記載しています。年度末の職員会議では、各クラスの指導計画の評価についてリーダー職員を中
心に意見交換を行っています。園長と主任、リーダー職員で行う園内の経営層会議では、職員会議での職員の意見を踏まえて、全体的
な計画の見直しについて話し合っており、園長と主任が中心となって、次年度の全体的な計画を作成しています。

　子どもたちが自分でしたい遊びを選んで思い切り遊び込めるよう、おもちゃや絵本、製作に使う素材や道具などを興味に合わせて準
備しています。ブロックや製作など、前日の続きを楽しめるようにしているほか、絵本のストーリーをごっこ遊びにつなげるなど、遊
びに継続性を持たせて子どもの自発性を発揮できるようにしています。天気の良い日は、桜や梅の木、花壇の花々の自然を感じなが
ら、広い園庭で巧技台などを使ったサーキットや追いかけっこなどで遊び、室内でもマットを使って運動遊びを行うなど子どもたちが
思い切り身体を動かして活動できる環境を整備しています。オープンスペースの特長を生かして、異年齢のかかわりを日常的に持てる
環境があり、いっしょに遊ぶきっかけづくりをするなどして子ども同士が育ち合えるよう援助しています。5歳児クラスでは、郵便局に
はがきを買いに出かけるなど、地域の人と触れ合える機会を設け、挨拶や交通マナーなどの社会的ルールを身につけられるようにして
います。

　食事やトイレ、着替えなどの基本的生活習慣の習得にあたっては、年齢や発達など、子ども一人ひとりの状況に合わせて声かけや援
助を行っています。自分でやろうとする意欲や興味を大切にして、自分でできた達成感を感じられるよう、見守りながら必要な場面で
声かけや援助を行っています。職員が見本を見せながら、洋服のたたみ方を教えたり、手洗いの方法をわかりやすくイラストで伝えた
り、子どもたちが楽しみながら、基本的な生活習慣を身につけられるよう配慮しています。各クラスの日案は、活動と休息のバランス
を考慮して保育活動を設定し、戸外遊びで身体を動かしたあとは、室内でゆったりと絵本を読むなど、落ち着いた遊びに誘い、遊びな
がら休息がとれるよう工夫しています。病気の予防のために手洗いやうがいを行うことや日々の生活の中で挨拶をすることなど、基本
的な生活習慣の大切さを絵本やエプロンシアターを用いて子どもが理解しやすいよう伝えています。

　職員は、遊びや生活のさまざまな場面で、子どもの様子を注意深く観察し、一人ひとりの個性や個人差などを把握するよう努めてい
ます。日々の保育実践の中で、職員間で連携を図り、子ども一人ひとりの状況について共有して、職員全体で全クラスの子どもを見守
る体制作りを行っています。子どもの思いを第一に考えて保育にあたり、信頼関係を深めながら、子どもが安心して自分の気持ちを表
現できるよう配慮しています。職員会議や園内研修では、ドキュメンテーションの活用や事例検討を実施するなどして、子どもへの対
応方法を学び合っているほか、マルトリートメント（不適切な養育）について意見交換を行うなどして、せかす言葉や制止する言葉を
用いないよう、言葉の言い換えを確認し合っています。また、子どもの理解度に応じて、わかりやすい言葉づかいで声かけを行うこと
や、子どもの気持ちに寄り添って一人ひとりのペースに合わせた援助を行うことを職員間の共通認識として、保育にあたっています。
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【Ａ６】
Ａ－１－(２)－⑤
　乳児保育(０歳児)において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ７】
Ａ－１－(２)－⑥
　３歳未満児(1・2歳児)の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、
保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ８】
Ａ－１－(２)－⑦
　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ９】
Ａ－１－(２)－⑧
　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ10】
Ａ－１－(２)－⑨
それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞
　全体的な計画や指導計画に、「長時間にわたる保育」に関する配慮事項を明記して、必要な援助を行えるようにしています。3～5歳
児クラスでは、登園後に集まりを持ち、その日の活動予定を伝え、一日の生活に見通しが持てるようにしています。17時30分以降は、
全クラス合同で過ごしますが、日常的に異年齢でかかわりを多く持っているので、年上の子どもが年下の子どもを自然に思いやり、年
下の子どもたちも落ち着いて過ごすことができています。子どもがくつろげるスペースを作り、スキンシップを多くとるなどして、
ゆったりと家庭的な雰囲気の中で、過ごせるよう配慮しています。また、こども図書館で、絵本を読みながらのんびり過ごすなどして
います。降園時間や保護者の希望に応じて、夕食か補食、おやつを提供する体制となっています。職員間の引き継ぎは、口頭での申し
送りのほか、クラスごとに常備している引き継ぎ簿を用いて行い、保護者への伝え漏れが無いよう努めています。

　3歳児クラスでは、ルールのある遊びやごっこ遊びなどを通して集団の中で安定しながら、友だちとのやり取りを楽しめるよう、職員
が適切にかかわりながら援助しています。4歳児は、5歳児と合同クラスで過ごす中で、さまざまな刺激を受けながら、自分の思いを相
手に伝えたり、友だちの気持ちを思いやったりして、集団の中で自分自身の力を発揮できるようにしています。5歳児は、自分たちで考
えて協力し合い、一つのことをやり遂げる達成感を味わえるよう活動内容を計画しています。5歳児クラスの子どもたちは、ペープサー
トや人形劇の内容を自分たちで考えて、みんなで相談しながらセリフを決めたり、人形を製作したりして、お楽しみ会などで3、4歳児
の子どもたちに披露しています。保護者には、運動会や生活発表会、保育参観を通して、子どもたちの成長の様子を伝えており、地域
のケアプラザの会報誌を通して、子どもたちの協同的な活動の様子を地域に向けて発信しています。

　園舎は、ワンフロアで段差のほとんど無い造りとなっており、園内の各場所は整理整とんが行き届き、障がいのある子どもが安全に
園生活を送れるよう配慮しています。特に配慮が必要な子どもに対しては、クラスの指導計画と関連付けて個別の支援計画を作成して
おり、横浜市中部地域療育センターや民間の療育機関と連携を図りながら、子どもの状況に応じた援助方法を確認しています。子ども
同士のかかわりについては、職員とのかかわりを通して理解し合えるよう伝え、ともに育ち合えるよう、子どもの様子を見ながらいっ
しょの活動ができるよう配慮しています。保護者とは、登降園時のやり取りのほか、随時面談を行うなどして情報を共有しています。
職員は、障がいのある子どもの保育に関する外部研修に参加して研修内容を職員会議で共有しているほか、専門的な書籍を園で購入し
て学び合うなどしています。重要事項説明書に、成長や発達に関する心配事をいつでも相談してほしいと記載して、入園時に保護者に
伝えています。

　1、2歳児クラスでは、子どもが自分でやりたい意欲や気持ちを尊重し、遊びや生活の中で、自分でできた喜びを感じられるよう援助
しています。室内では、クラスの保育室だけでなく、3歳以上児の保育室やこども図書館、ランチルームなどを職員や友だちといっしょ
に探索し、園庭でも花壇や遊びのコーナーを自由に行き来しています。1歳児は、おんぶ紐を使って人形をおんぶしたり、洋服を着せ替
えたりして職員がいっしょに遊びながら、少しずつ友だちとのかかわりを促しています。2歳児になると、少人数での遊びを楽しめるよ
う、職員が手裏剣を作り、子どもの自由な発想で忍者ごっこに発展させるなどしています。子ども同士の小さな揉め事の際は、双方の
思いをくみ取って、簡単な言葉でやりとりができるよう援助しています。1歳児は、栄養士に食事の介助をしてもらったり、2歳児は食
育で栄養士から話を聞いたり、保育士以外のおとなとのかかわりを持てるようにしています。

　0歳児クラスでは、授乳や離乳食、午睡の時間など、一人ひとりの状況に応じて対応し、個々の生活リズムを大切にして保育にあたっ
ています。入園後しばらくの期間は、なるべく同じ職員がかかわるようにしており、喃語に優しく対応し、スキンシップをたくさん取
りながら愛着関係を形成できるようにしています。1歳児クラスと合同保育を行っていますが、活動の内容によって、保育室に隣接する
サンルームやテラスを使い、分かれて活動できるよう環境を整備しています。保育室には、音が出るおもちゃや感触を楽しむおも
ちゃ、指先を使うファスナーやボタンなどの壁掛けおもちゃ、めくりやすい絵本などを準備し、子ども一人ひとりの興味や関心に応じ
て、じっくりと遊べるようにしています。また、手遊びや絵本の読み聞かせを行いながら、子どもの表情やしぐさをとらえ、一人ひと
りの興味や関心を把握しているほか、家庭での姿を保護者から聞くなどして、発達に応じた援助を行えるようにしています。
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【Ａ11】
Ａ－１－(２)－⑩
　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わりに配慮してい
る。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（３）　健康管理 第三者評価結果

【Ａ12】
Ａ－1－(３)－①
　子どもの健康管理を適切に行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ13】
Ａ－１－(３)－②
　健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

a

＜コメント＞

【Ａ14】
Ａ－１－(３)－③
　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な対応を行ってい
る。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（４）　食事 第三者評価結果

【Ａ15】
Ａ－1－(４)－①
　食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

a

＜コメント＞
　食育年間指導計画を作成し、月ごとのねらいと活動内容を設定しています。食事のマナーや箸の使い方を教わったり、旬の食べ物に
触れたり、味噌ができるまでの過程を学ぶなど、栄養士と保育士が連携して食育活動を行っています。4、5歳児はランチルームを利用
して給食室の調理風景や料理の匂いを感じながら雰囲気を楽しみ、お楽しみ会の時はランチョンマットを使用したり、時には、園庭や
テラス、ウッドデッキで食事をしたり、子どもが楽しく食事ができるよう工夫しています。子どもが自分で食べられる量を職員に伝え
て量を加減し、苦手な食材は、少しずつ食べられるよう声かけを行って援助していますが、野菜の栽培活動を通して自ら食べようとす
る姿もあり、食べることができたときは褒めるなどして子どもの自信につながるようにしています。家庭的な雰囲気を大切に陶磁器の
食器を使用し、年齢に応じて大きさや形状を変えるなどしています。給食便りに食に関する情報やレシピを掲載して保護者に伝えてい
ます。

　厚生労働省の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」と園のアレルギー対応マニュアルに基づいて、子どもの状況に応じた
適切な対応を行っています。また、医師の生活管理指導表を定期的に提出してもらい、医師の指導に基づいた対応を行っています。食
物アレルギーのある子どもに対しては、生活管理指導表が提出されたタイミングで担任職員と主任、保護者で面談を行い、対応方法を
確認しています。食事を提供する際は、トレイや食器の色を変え、名札を置いて、調理職員と保育士でダブルチェックと声出し確認を
行って事故防止に努めています。食事中は、席の配置に配慮し、職員が必ずそばに付いて対応しています。園内研修では、マニュアル
の読み合わせを行っているほか、外部研修の情報などを共有したり、他園での事故事例を採り上げて、事故防止策を確認したりしてい
ます。重要事項説明書にアレルギー対応について記載があり、入園時に保護者に説明しています。

　嘱託医による健康診断と歯科健診は、それぞれ、年に2回ずつ実施し、身体測定は毎月実施しています。健康診断と歯科健診の結果
は、児童健康記録表と歯科健診診査表に記載して個別にファイリングし、職員間で情報を共有しています。保健指導の中に、感染症の
予防策として、手洗いやうがいの指導や食事や栄養の大切さを伝える取り組みを組み入れています。保護者に対しては、所定の書式を
用いて結果を報告し、子どもへの配慮事項などがある場合は、園と家庭で連携を図りながら対応にあたっており、0～2歳児の場合は、
個別の指導計画にも反映させて、職員間で確認し合って対応しています。健康診断や歯科健診の前に、体調面や歯並びのことなどにつ
いて、保護者からの相談や質問を受け付け、嘱託医からのアドバイスや回答をフィードバックしています。歯科健診時に、4、5歳児ク
ラスの子どもたちが、歯磨き方法や歯の生え代わりについて、嘱託医から話を聞くなどしています。

　子どもの健康管理に関するマニュアルを整備し、マニュアルに基づいて登園時や保育中の健康観察を行って、日々の一人ひとりの子
どもの健康状態の把握に努めています。保育中の体調悪化やけがの際は、速やかに保護者に連絡をして事後の対応について相談し、次
の登園時に体調などについて確認しています。入園時に保護者に記載してもらう児童票や予防接種記録は必要な職員で確認しており、
入園後の新しい情報は保護者に申し出てもらい、職員が追記して情報を共有しています。年間の保健計画を作成し、4半期ごとの保健管
理、保健指導、保護者との連携、職員研修について取り組みを記載しています。乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防対策として、ブレ
スチェック表を用いて、午睡中の呼吸や顔色などの確認を行っています。重要事項説明書に健康管理に関する園の方針や取り組み内
容、乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防対策などについて掲載し、入園時に保護者に説明しています。

　全体的な計画や5歳児クラスの指導計画のほか、アプローチカリキュラムで、就学前の教育目標などを設定し、就学に向けた活動内容
や配慮事項を記載しています。活動の中で時計を意識できるようにしたり、友だちの話を静かに聞くことを覚えたり、午睡時間を徐々
に減らしていくなどしています。小学生が作成した絵本をもらったり、子どもたちが絵とメッセージで近隣の保育園とつながりが持て
るよう、南区主催の5歳児交流の企画に参加したり、コロナ禍で直接の交流ができない中でも子どもが小学校生活に見通しが持てるよう
取り組んでいます。保護者へは、年度初めにアプローチカリキュラムを配付して就学に向けた活動内容を説明しているほか、随時相談
を受け付けるなどして不安の解消につなげています。幼保小連携事業による書面での情報交換を小学校の教員と行っており、就学先の
教員とは、保育所児童保育要録を基に、円滑な接続に向けて意見交換を行うなどしています。
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【Ａ16】
Ａ－１－(４)－②
　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している。

a

＜コメント＞

Ａ-2　子育て支援

Ａ-２-（１）　家庭と緊密な連携 第三者評価結果

【Ａ17】
Ａ－２－(１)－①
　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

a

＜コメント＞

Ａ-２-（２）　保護者等の支援 第三者評価結果

【Ａ18】
Ａ－２－(２)－①
　保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ19】
Ａ－２－(２)－②
　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

a

＜コメント＞

Ａ-３　保育の質の向上

Ａ-３-（１）保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 第三者評価結果

【Ａ20】
Ａ－３－(１)－①
　保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めて
いる。

a

＜コメント＞
　各クラスの保育日誌での日々の保育実践の振り返り、指導計画に対する評価などをクラス内で話し合い、各クラスの振り返りの内容
などを毎月の職員会議で伝え合って、互いの意識向上につなげています。職員個々の自己評価は、保育内容や健康及び安全、子育て支
援などの項目に沿ったチェックリストを用いて年度末に実施しています。自己評価の結果を踏まえて、年間の目標を設定し、前期と後
期に振り返りを行っています。職員会議では、職員個々の保育実践や業務について発表する機会を作り、互いの気づきを伝え合うなど
してより良い保育を目ざして、意識を高め合っています。自己評価の結果から、職員が専門的な知識を深めることや学びの場を求めて
いることがわかり、積極的に外部研修に参加できるよう調整を図り、園内研修の内容を充実させるなどの取り組みを行っています。職
員個々の自己評価の結果を集計して分析し、園全体の自己評価としてまとめ、総評と考察、今後の課題を明示しています。

　虐待防止に関するマニュアルを整備し、マニュアルに基づいて、早期発見のポイントや発見時の対応方法について、園内研修で学び
合っています。また、外部研修での情報も職員間で共有して知識を深めています。登園時や着替え、おむつ替えなどの際に、ていねい
に身体の状況を確認しているほか、子どもの言動やいつもと違う様子、発育状況、保護者の様子などを注意深く観察し、小さな変化も
見逃さないようにして、家庭での虐待等権利侵害の早期発見に努めています。保護者の様子で気になることがある場合は、気持ちに寄
り添いながら、声かけを行い、保護者が話しやすい雰囲気を作って、家庭の状況について話を聞くなどして対応しています。虐待等権
利侵害の疑いがある場合は、速やかに主任、園長に報告し、対応方法を協議しており、経過や状況を写真も用いて記録しています。ま
た、必要に応じて、南区こども家庭支援課や横浜市中央児童相談所と連携を図って対応方法などを協議しています。

　登降園時などの日々の会話の中で、子どもの様子を共有しながら、保護者の思いをくみ取り、ていねいに対応することを心がけ、保
護者との信頼関係を築けるよう努めています。保護者からの相談は、随時受け付けており、発達に関する内容の場合は、必要に応じて
南区こども家庭支援課の相談窓口などを紹介しています。相談内容と対応などについては、記録を作成して、職員間で共有し、継続的
な支援が行えるようにしています。職員は、保護者対応に関する外部研修に参加して、適切な対応が行えるよう、知識や情報を共有し
ています。園では、「乳幼児期の育ちを保護者と共有するための経過記録」（育ちのあゆみ）を一人ひとりに作成し、四半期ごとに、
子どもの様子や職員の思いを記載し、保護者にも子育てに関する思いなどを記載してもらって、子どもの育ちを園と家庭で互いに理解
し合えるようにしており、職員と保護者が思いを伝え合うことで、保護者の安心にもつなげています。

　0、1歳児クラスでは、連絡帳を用いて園の様子と家庭での様子を双方で詳しく記載し、情報交換を毎日行っています。2～5歳児クラ
スでは、シールノートのおたより欄にエピソードや成長の様子を記入して情報交換しています。全クラスで、日々の活動の様子を写真
とコメントで紹介するドキュメンテーションを掲示して、降園時に保護者が確認できるようにしています。年度初めの保護者懇談会で
は、園の保育の方向性や保育活動の予定などを説明し、毎月発行しているクラス便りには、各クラスの保育のねらいを記載して保護者
に伝えています。保育参観では、ふだんの様子のほか、外部講師の指導による4、5歳児クラスの英語や3～5歳児クラスの体操も見ても
らっています。個人面談は、0～3歳児クラスは年に1回、4、5歳児クラスは年に2回、期間を設けて実施し、面談内容を記録していま
す。また、個別の「月の児童票」があり、保護者とのやり取りの内容や子どもの様子などを記録して職員間で共有しています。

　栄養士はカウプ指数から、発育状況を把握し、給与栄養量の見直しを図り、献立表を作成しています。仕入れ先を吟味して国産の野
菜を中心に使用するなど、安全性に配慮した食材選びを行っています。栄養士や給食職員は、給食室から、ランチルームで食べている
子どもたちの様子を確認し、好き嫌いなどを把握するようにしています。栄養士は給食日誌に日々の残食などを記録し、職員は各クラ
スの喫食簿を記録しています。毎月の給食会議で情報を共有し、野菜のカット方法や味付けなどを変更するなど、調理方法などを改善
しています。旬の野菜や果物を多く使い、四季折々の行事食を取り入れるなどして、季節感のある献立作りを行っています。また、日
本各地の郷土料理や世界の料理などを取り入れるなどして工夫しています。給食に関する衛生管理マニュアルを整備し、マニュアルに
基づいて、給食室内の清掃及び消毒、食材の管理などを適切に実施し、子どもたちが安心しておいしく給食を食べることができるよう
努めています。
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六ッ川台保育園

■園の理念・方針について

■入園時の状況について

■利用者を尊重する姿勢について

35

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問7．職員は、子どもの気持ちを大切にし
ながら対応してくれていると思いますか

30 5 0 0 0

35

82.9% 11.4% 0.0% 5.7% 0.0% 100.0%

問6．あなたや子どものプライバシー（見られた
くない、聞かれたくない、知られたくないと思うこ
と）を職員は守ってくれていますか

29 4 0 2 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

35

77.1% 14.3% 2.9% 5.7% 0.0% 100.0%

問5．園で収集した個人情報の取り扱いに
ついて、説明はありましたか

27 5 1 2 0

35

80.0% 8.6% 5.7% 5.7% 0.0% 100.0%

問4．入園時の面接などで、子どもの様子
や生育歴などを聞いてくれましたか

28 3 2 2 0

35

77.1% 11.4% 8.6% 2.9% 0.0% 100.0%

問3．入園前の見学や説明など、園からの
情報提供はありましたか

27 4 3 1 0

35

97.1% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 100.0%

問2．年間の保育や行事について、説明が
ありましたか

34 0 0 1 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

35

68.6% 25.7% 5.7% 0.0% 0.0% 100.0%

問1．園運営の基本的な考え方（理念・方
針）をご存じですか

24 9 2 0 0

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が20人（57.1%）、「どちらかといえば満足」が12人
（34.3%）で合計32人（91.4%）でした。

　自由意見には、「アットホームで雰囲気が良いです」「子どもの成長に合わせた活動や取り組みを行っ
てくださっています」「職員皆さんが優しく、対応がていねいなので相談しやすいです」「子どもや保護
者に寄り添った保育をしていただいていると思います」「先生同士の連携もよく、他のクラスの先生も、
自分の子どもの名前を呼んでくれたり、声をかけてくれたり、園全体で子どもの事を見てくれているとい
う安心感があります」「一人ひとりに応じたていねいな対応です」「給食のメニューやおやつなどを、よ
く考えてくれています」「異年齢交流しやすいのが良いです」「安全を第一とし、しっかりしています」
「園での様子や、お友だちとけんかした時の対応などを、詳しく伝えてくださいます」など、園への信頼
と感謝を寄せる声が多く見られました。

　項目別に見ますと、「問12．献立表やサンプル表示などで、毎日の給食の内容が分かるようになって
いますか」で100.0%、「問2．年間の保育や行事について、説明がありましたか」「問14．園内は清
潔で整理、整頓され、子どもが心地よく過ごすことのできる空間になっていますか」「問18．園には、
災害発生時などを想定した緊急時の連絡体制はありますか」で97.1%の保護者が「はい」と回答し、と
ても満足度が高い様子が読み取れます。

結果の詳細

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

　福祉サービス第三者評価 利用者調査結果

結果の特徴

49 回収率：有効回答数： 35 71.4%

実施方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より郵送

調査対象世帯数：

実施期間：2022年 8月 29日  ～  2022年 9月 12日
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■日ごろの保育内容について

■園の快適さ・安全対策について

■園と保護者との連携・交流について

35

77.1% 17.1% 0.0% 5.7% 0.0% 100.0%

問22．開所時間内であれば、急な残業や
不定期な業務に対して柔軟に対応してくれ
ていますか

27 6 0 2 0

35

77.1% 11.4% 11.4% 0.0% 0.0% 100.0%

問21．子どもに関する悩みや不安などに
ついて、気軽に相談しやすいですか

27 4 4 0 0

35

62.9% 22.9% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

問20．送り迎えの際、子どもの様子に関す
る情報のやり取りは十分ですか

22 8 5 0 0

35

94.3% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問19．保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会はありますか

33 2 0 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

35

97.1% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問18．園には、災害発生時などを想定した
緊急時の連絡体制はありますか

34 1 0 0 0

35

94.3% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問17．感染症の発生状況や注意事項など
の情報を伝えてくれていますか

33 2 0 0 0

35

62.9% 31.4% 2.9% 2.9% 0.0% 100.0%

問16．安全対策が十分とられていると思い
ますか（事故防止、不審者対応、緊急時の
対応など）

22 11 1 1 0

35

88.6% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0% 100.0%

問15．保育中の発熱やけがなど、子どもの体
調変化への対応（処置・連絡など）は、十分さ
れていると思いますか

31 3 1 0 0

35

97.1% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問14．園内は清潔で整理、整頓され、子ど
もが心地よく過ごすことのできる空間に
なっていますか

34 1 0 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

35

88.6% 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問13．提供される食事・おやつは、子ども
の状況に配慮し、工夫されたものになって
いますか

31 4 0 0 0

35

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問12．献立表やサンプル表示などで、毎日
の給食の内容が分かるようになっていま
すか

35 0 0 0 0

35

88.6% 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問11．基本的生活習慣（衣服の着脱・排泄な
ど）の自立に向けて、園は家庭と協力しながら
子どもの成長に合わせて取り組んでいますか

31 4 0 0 0

35

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問10．昼寝や休息は、子どもの状況に応じ
た対応がされていますか

30 5 0 0 0

35

62.9% 22.9% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

問9．戸外遊びや行事などにより、子ども
が自然や地域と関わる機会は十分確保さ
れていますか

22 8 5 0 0

35

91.4% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問8．子どもの発達に合わせた豊かな感性
を育む活動・遊びが行われていると思いま
すか

32 3 0 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計
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■不満・要望への対応

■総合的な満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

35

40.0% 37.1% 22.9% 0.0% 0.0% 100.0%

35

57.1% 34.3% 2.9% 5.7% 0.0% 100.0%

園を総合的に評価すると、どの程度満足し
ていますか

20 12 1 2 0

問25．要望や不満があったときに、職員以外の
人（役所や第三者委員など）にも相談できるこ
とを、園はわかりやすく伝えてくれていますか

14 13 8 0 0

35

62.9% 17.1% 11.4% 8.6% 0.0% 100.0%

問24．園は、保護者の要望や不満などに、
きちんと対応してくれていますか

22 6 4 3 0

35

60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問23．園長や職員に対して日ごろ不満に
思ったことや要望は伝えやすいですか

21 7 7 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計




